
��������	
������� ��

ら
ゲ
ー
ム
ま
で
。��
�
�
�
５

０
０
円�
�
�
�
�
�
１
月　

日
１５

�
〜�
�
�
�
�
�
開
講
日
ま
で

に
参
加
料
を
添
え
て
直
接
一
関
市

総
合
体
育
館
へ
。※
電
話
申
し
込

み
可

�
�
�
���
�
�
	


�
�
一

関
市
総
合
体
育
館�
�
３
１
１
１

�
�
�
�
１
月　

日�
　

時
〜　

２７

１０

１３

時�
�
�
�
本
庁
３
階
小
会
議
室

�
�
�
�
多
重
債
務
な
ど
の
消
費

者
問
題
に
関
す
る
相
談
、消
費
者

救
済
資
金
融
資
制
度
・
生
活
再
生

資
金
貸
付
制
度
の
相
談�
�
�
�

�
信
用
生
協
一
関
相
談
セ
ン
タ
ー

職
員
※
予
約
は
前
日
の　

時
ま
で
。

１７

�
�
�
���
�
�
	


�
�
本

庁
生
活
環
境
課�
�
８
３
４
２

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
�


�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
毎
週�

〜�
　

時
〜　

時�
�
�
���

１０

１６

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
毎
週�
�
　

時
〜
、毎
週�
　

１６

１７

時
〜
※
要
予
約
。事
前
聞
き
取
り

必
要�
�
�
�
信
用
生
協
一
関
相

談
セ
ン
タ
ー

�
�
�
���
�
�
	


�
�
同

相
談
セ
ン
タ
ー�
�
６
０
３
１

�
�
�
�
２
月　

日�
〜　

日�

１５

１７

　

時
〜　

時�
�
�
�
一
関
職
業

１３

１６

訓
練
校（
舞
川
）��
���
�
�

　

才
以
上
の
人
・
先
着　

人�
�

１８

１５

�
�
木
材
加
工
の
基
本
を
学
び
な

が
ら
踏
み
台
を
製
作
し
ま
す
。�

�
�
�
�
２
５
０
０
円（
材
料
代
）

�
�
�
�
�
�
２
月
５
日�

�
�
�
���
�
�
	


�
�
舞

川
公
民
館�
�
２
１
１
１

�
�
�
�
２
月　

日�
　

時
〜　

１７

１３

17

時　

分�
�
�
�
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

３０
パ
レ
ス
新
館�
�
�
�
▼
岩
手
県

南
・
宮
城
県
北
地
域
企
業
の
技
術
、

製
品
展
示
▼
一
関
高
専
や
元
気
な

モ
ノ
作
り
中
小
企
業
３
０
０
社
選

定
企
業
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

▼�
ベ
ガ
ル
タ
仙
台
代
表
取
締
役

社
長
白
幡
洋
一
さ
ん
に
よ
る
特
別

講
演
―
な
ど�
�
�
�
�
無
料

�
�
�
�
�
�
�
�
�
岩
手
県
南

技
術
研
究
セ
ン
タ
ー�
�
４
６
８

８
�
�
�
�
２
月　

日
、３
月
３
日
・

２４

　

日
・　

日
・　

日
い
ず
れ
も�
　

１０

１７

２４

１０

時
〜　

時 
全
５
回�
�
�
�
キ

１２

ャ
ニ
オ
ン
ボ
ウ
ル�
�
���
�

�
市
内
に
居
住
ま
た
は
勤
務
す
る

人
・
先
着　

人�
�
�
�
基
礎
か

２０

�
�
�
�
２
月
３
日�
　

時
〜�
１３

�
�
�
�
岩
手
県
南
技
術
研
究
セ

ン
タ
ー（
萩
荘
）��
�
�
弁
理
士

に
よ
る
無
料
相
談
※
電
話
で
予
約

し
て
く
だ
さ
い
。相
談
は
一
人
当

た
り　

分
間
。

４０

�
�
�
�
��
�
�
	


�
�
�

岩
手
県
南
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー�

�
４
６
８
８

�
�
�
�
２
月
５
日�
　

時
〜　

１３

１５

時�
�
�
�
一
関
地
区
合
同
庁
舎

�
�
�
�
交
通
事
故
で
生
じ
た
賠

償
問
題
な
ど

�
�
�
�
��
�
�
	


�
�
県

南
広
域
振
興
局
一
関
総
合
支
局
地

域
支
援
部�
�
１
４
１
１

　

全
国
健
康
保
険
協
会（
協
会
け

ん
ぽ
）岩
手
支
部
で
は
ジ
ェ
ネ
リ

ッ
ク
医
薬
品
の
使
用
促
進
を
行
っ

て
お
り
、１
月
下
旬
に「
ジ
ェ
ネ
リ

ッ
ク
医
薬
品
に
よ
る
自
己
負
担
軽

減
額
の
お
知
ら
せ
」を
行
い
ま
す
。

　

こ
の
お
知
ら
せ
は
、　

歳
以
上

４０

の
協
会
け
ん
ぽ
の
加
入
者
で
、今

ま
で
の
お
薬
を
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医

薬
品
に
切
り
替
え
た
場
合
に
一
定

額
以
上
の
効
果
が
あ
る
人
を
対
象

に
お
送
り
し
ま
す
。

　

ご
家
庭
の
お
薬
代
や
国
全
体
の

医
療
費
の
軽
減
が
期
待
さ
れ
る
ジ

ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
で
す
。皆
さ

ん
も
今
後
の
ご
参
考
と
さ
れ
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

�
�
�
�
�
�
�
�
協
会
け
ん
ぽ

岩
手
支
部�
０
１
９（
６
０
４
）９

０
０
９

　

自
営
業
者
な
ど
国
民
年
金
に
加

入
し
て
い
る
人
は
、老
齢
基
礎
年
金

を
受
給
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

国
民
年
金
基
金
は
、老
齢
基
礎
年

金
を
受
給
す
る
人
に
上
乗
せ
し
て

年
金
を
支
給
す
る
公
的
な
年
金
制

度
で
す
。豊
か
な
老
後
保
障
を
と
お

考
え
の
人
に
お
勧
め
い
た
し
ま
す
。

　

国
民
年
金
基
金
に
加
入
で
き
る

の
は
、　

歳
以
上　

歳
未
満
の
国

２０

６０

民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
で
す
。

た
だ
し
、国
民
年
金
保
険
料
の
免

除
を
受
け
て
い
る
人
や
農
業
者
年

金
に
加
入
し
て
い
る
人
は
加
入
で

き
ま
せ
ん
。受
け
取
る
年
金
は
全

額
が「
公
的
年
金
控
除
」の
対
象
、

掛
金
は
全
額
が「
社
会
保
険
料
控

除
」の
対
象
と
な
り
、税
制
上
も
優

遇
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

国
民
年
金
基
金
の
掛
け
金
は
選

択
す
る
年
金
の
型
、口
数
お
よ
び
加

入
時
の
年
齢
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま

す
。給
付
の
型
は
各
種
あ
り
ま
す
の

で
、詳
し
く
は
岩
手
県
国
民
年
金
基

�
�
�
�
�
�
�
�
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�
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�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

金
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�
�
岩
手
県
国
民

年
金
基
金�
０
１
９（
６
５
２
）４

８
１
４
ま
た
は
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

�
０
１
２
０�
４
１
９
２

　
�
日
本
遺
族
会
は
、「
戦
没
者
遺

児
に
よ
る
慰
霊
友
好
親
善
事
業
」

の
参
加
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

�
�
���
�
�
�
３
月　

日�
１２

〜　

日�
９
泊　

日
・
ミ
ャ
ン

２１

１０

マ
ー�
３
月　

日�
〜　

日�
８

１８

２６

泊
９
日
・
中
国�
�
�
�
�
　

人
４５

�
　

人�
�
�
�
�
�
�
1
月　

６０

２５

日�
�
1
月　

日�
�
�
�
�
�

３０

�
賛
助
金
と
し
て
一
律　

万
円

１０

�
�
�
�
�
�
�
�
�
日
本
遺
族

会
事
業
課
事
業
係�
０
３（
３
２

６
１
）５
５
２
１

　

毎
年
自
動
車
の
登
録
、検
査
手

続
き
が
３
月
に
集
中
し
、窓
口
や

車
検
場
が
大
変
混
雑
し
ま
す
。手

続
き
は
で
き
る
だ
け
２
月
中
に
済

ま
せ
ま
し
ょ
う
。ま
た
、車
検
は
有

効
期
限
の
１
カ
月
前
か
ら
受
け
ら

れ
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
【
午
前
】８
時　

分
４５

〜　

時【
午
後
】　

時
〜　

時�
�

１２

１３

１６

�
�
�
�
�
�
�
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
tb.m

lit.go.jp/toho
ku/it/it-index.htm�

自
動
車
登

録
、検
査
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス�

０
５
０（
５
５
４
０
）２
０
１
０�

車
検
予
約
シ
ス
テ
ム�
０
５
０

（
５
５
４
０
）２
１
１
０�
軽
自
動

車
の
申
請
手
続
き
・
検
査
テ
レ
ホ

ン
サ
ー
ビ
ス�
０
１
９（
６
３
２
）

１
１
４
３

�
�
�
�
�
�
�
�
東
北
運
輸
局

岩
手
運
輸
支
局�
０
５
０（
５
５

４
０
）２
０
１
０

　

２
月
１
日
現
在
で
、『
２
０
１
０

年
世
界
農
林
業
セ
ン
サ
ス
』が
全

国
一
斉
に
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、国
内
の
農
林
業

の
実
態
を
把
握
し
、農
林
行
政
推

進
の
た
め
の
基
礎
資
料
を
作
成
す

る
こ
と
な
ど
を
目
的
に
、５
年
ご

と
に
行
う
調
査
で
す
。１
月
下
旬

か
ら
、調
査
員
証
を
持
っ
た
調
査

員
が
各
農
家
世
帯
に
伺
い
ま
す
の

で
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

調
査
す
る
主
な
項
目
は
、世
帯

員
の
就
業
状
況
、農
地
や
山
林
の

面
積
、農
・
林
産
物
の
生
産
・
販
売

状
況
、作
業
受
託
の
状
況
な
ど
で
、

記
入
後
は
調
査
員
が
調
査
表
の
回

収
に
伺
い
ま
す
。

　

調
査
内
容
が
統
計
以
外
の
目
的

に
使
わ
れ
た
り
、他
に
漏
れ
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

�
�
�
�
�
�
�
�
本
庁
総
務
課

統
計
係
ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興

課

�
�
�
�
�
�
�
�
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